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た
。

こ
の
よ
う
に
社
会
福
祉
に
対
す
る
国
民
の
考
え
方
、
行
政
の
考
え
方
に
よ
っ
て
、
一
進
一
退
を
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
が
大
正
六
年
の

米
騒
動
を
契
機
と
し
て
、
経
済
的
保
護
事
業
が
起
こ
さ
れ
、
同
七
年
に
は
後
に
制
度
化
さ
れ
た
「
方
面
委
員
制
度
」
が
創
始
さ
れ
た
。

昭
和
十
三
年
に
厚
生
省
が
設
置
さ
れ
、
今
ま
で
の
社
会
事
業
の
名
前
を
廃
止
し
、
国
家
統
制
の
線
に
沿
っ
た
厚
生
事
業
と
改
め
ら
れ

戦
後
に
な
っ
て
、
憲
法
第
二
十
五
条
に
「
す
べ
て
の
国
民
は
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
を
有
す
る
、
国
は
、
す

べ
て
の
生
活
部
面
に
つ
い
て
、
社
会
福
祉
、
社
会
保
障
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
り
、
こ
の

理
念
に
沿
っ
て
基
本
的
人
権
の
一
つ
と
し
て
社
会
福
祉
制
度
が
定
め
ら
れ
た
。

し
か
し
、
基
本
的
人
権
を
定
め
た
だ
け
で
福
祉
は
充
実
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
昭
和
三
十
年
代
の
経
済
成
長
を
背
景
に
事
後
救
済
政
策

か
ら
防
貧
政
策
へ
と
前
進
し
、
な
お
発
展
し
て
福
祉
社
会
達
成
の
た
め
の
新
し
い
社
会
の
在
り
方
を
模
索
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

す
て
ご

社
会
福
祉
は
遠
く
封
建
社
会
の
慈
善
救
済
か
ら
始
ま
り
、
明
治
四
年
の
棄
児
に
対
す
る
養
育
米
支
給
規
則
や
明
治
七
年
の
貧
困
者
救
済

じ
ゆ
つ
き
ゅ
う

制
度
で
あ
る
仙
救
規
則
な
ど
が
あ
る
。

明
治
二
十
三
年
に
提
出
さ
れ
た
窮
民
救
助
法
案
は
「
貧
民
は
社
会
が
つ
く
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
自
分
の
欠
陥
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ

る
か
ら
、
公
費
で
救
済
す
れ
ば
結
局
怠
惰
な
貧
民
を
養
成
す
る
よ
う
に
な
る
」
と
の
考
え
方
か
ら
不
成
立
に
終
わ
っ
て
い
る
。

我
が
国
で
は
、
社
会
福
祉
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
欧
米
流
の
権
利
義
務
意
識
が
薄
く
、
受
益
者
の
行
政
に
対
す
る
無
限
定
の
期
待
感
と

行
政
側
の
制
度
に
対
す
る
検
討
の
不
足
が
見
ら
れ
、
ま
た
他
方
で
は
、
貧
困
者
で
も
生
活
保
護
だ
け
は
受
け
た
く
な
い
と
い
う
強
い
意
識

が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

で
あ
っ
た
。

太
平
洋
戦
争
後
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
新
し
い
考
え
方
に
よ
る
社
会
福
祉
が
は
じ
め
ら
れ
た
。
昭
和
二
十
一
年
四
月
、
生
活
保
護
法
が

戦
前
に
お
け
る
社
会
福
祉
制
度
は
、
生
活
に
困
っ
た
者
に
対
す
る
事
後
救
済
策
が
中
心
で
あ
っ
て
、
人
間
尊
重
の
観
点
か
ら
は
不
十
分
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公
布
、
同
年
，

五
号
」
に
は
、

一
、
国
家
の
救
済
は
無
差
別
、
平
等
に
行
う
こ
と
。

二
、
国
家
責
任
に
よ
る
生
活
保
障
の
実
施
。

三
、
こ
の
国
家
責
任
を
民
間
に
転
嫁
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
公
、
私
分
離
の
考
え
方
。

四
、
こ
の
実
施
の
た
め
に
、
全
国
的
な
単
一
の
政
府
機
関
を
設
立
。

五
、
困
窮
防
止
に
必
要
な
総
額
内
で
与
え
ら
れ
る
支
給
金
総
額
に
何
ら
の
制
限
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
。

以
上
の
原
則
が
示
さ
れ
て
い
る
。

「
昭
和
五
十
年
の
経
済
審
議
会
の
答
申
等
」
の
中
に
二
十
一
世
紀
の
社
会
福
祉
と
し
て
、
大
略
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

一
、
公
的
役
割
に
よ
っ
て
の
承
の
社
会
福
祉
は
、
多
く
の
困
難
と
弊
害
が
あ
る
。

二
、
人
々
は
主
体
的
な
努
力
が
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
望
ま
れ
る
。

三
、
公
的
部
門
の
承
で
対
処
す
れ
ば
、
人
為
に
多
大
の
費
用
負
担
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

四
、
公
的
福
祉
は
、
福
祉
の
た
だ
乗
り
現
象
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

五
、
こ
の
現
象
が
現
実
化
す
れ
ば
、
社
会
の
活
力
が
低
下
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

六
、
福
祉
は
人
々
の
相
互
扶
助
の
精
神
に
よ
っ
て
活
性
化
す
る
。

七
、
核
家
族
が
失
っ
た
、
家
族
の
相
互
扶
助
機
能
の
重
要
性
に
気
付
き
、
近
親
者
の
暖
か
い
助
け
合
い
を
求
め
る
で
あ
ろ
う
。

八
、
地
域
住
民
と
し
て
、
自
立
と
連
帯
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
ろ
う
。

九
、
助
け
合
い
の
精
神
に
基
づ
く
奉
仕
活
動
が
重
要
な
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

十
、
働
く
能
力
と
意
志
の
あ
る
高
齢
者
、
身
障
者
、
母
子
家
庭
の
母
等
は
、
手
当
の
支
給
よ
り
も
、
む
し
ろ
雇
用
機
会
の
確
保
を
求
め
る
で
あ
る

十
一
、
き
め
細
か
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
や
生
活
環
境
の
整
備
な
ど
の
福
祉
政
策
を
実
施
す
る
た
め
、
住
民
参
加
を
踏
ま
え
た
地
方
分
権
化
が
進
む
で
あ

ろ
う
。

十九八七六五四三二一
う、、、、、、、、、、
o棒19口拾聖上佳今言一〃k〃kI〃1

同
年
十
月
施
行
さ
れ
た
が
、
こ
の
法
律
の
基
と
な
る
昭
和
二
十
一
年
二
月
二
十
一
日
の
占
領
軍
総
司
令
部
の
「
指
令
第
七
百
五
十
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昭
和
二
十
年
代
は
、
衛
生
・
福
祉
行
政
の
骨
格
の
形
成
時
期
で
あ
り
、
昭
和
三
十
年
代
か
ら
四
十
年
代
は
、
国
民
皆
保
険
、
国
民
健
康

保
険
の
制
定
、
国
民
皆
年
金
の
達
成
、
老
人
福
祉
法
の
制
定
な
ど
、
厚
生
行
政
の
制
度
の
普
及
、
充
実
の
時
期
で
あ
っ
た
。

昭
和
四
十
年
代
後
半
は
、
医
療
保
障
・
所
得
保
障
の
内
容
充
実
の
時
期
と
い
え
る
。
ま
た
、
五
十
年
代
は
、
社
会
保
障
の
給
付
本
格
化

の
時
期
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
社
会
保
障
は
制
度
化
し
、
充
実
し
た
が
、
反
面
そ
の
財
政
面
で
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
重
大
な
選
択
を
迫

ら
れ
る
に
至
っ
た
。

ら
全
国
民
的
に
拡
大
し
た
。

我
が
国
で
は
す
べ
て
の
国
民
が
、
何
ら
か
の
医
療
保
険
の
対
象
と
な
る
国
民
皆
保
険
の
制
度
が
、
昭
和
二
十
六
年
四
月
に
実
施
さ
れ

新
憲
法
第
二
十
五
条
に
よ
っ
て
、
社
会
保
障
に
対
す
る
国
の
義
務
が
明
文
化
さ
れ
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
貧
困
者
を
救
済
す
る
こ
と
よ
り
も
、
貧
困
者
を
予
防
し
、
少
な
く
す
る
施
策
へ
と
移
行
し
、
ま
た
対
象
を
特
定
の
人
か

十
二
、
集
団
内
の
相
互
扶
助
を
通
じ
、
よ
り
よ
い
人
間
関
係
を
志
向
す
る
で
あ
ろ
う
。

十
三
、
二
十
一
世
紀
の
社
会
に
お
い
て
は
、
福
祉
は
社
会
の
活
力
を
十
分
に
生
か
し
、
個
人
の
自
由
と
自
主
性
を
損
な
わ
ず
、
平
等
と
公
正
を
確
保

す
る
こ
と
を
中
心
に
構
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

一
社
会
保
障
制
度

㈲
医
療
保
険
制
度
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医
療
保
険
を
大
別
す
る
と
被
用
者
保
険
と
地
域
保
険
に
な
る
。
国
民
健
康
保
険
は
地
域
保
険
で
あ
り
、
そ
の
他
の
保
険
（
政
府
管
掌
保

険
・
組
合
健
康
保
険
・
日
雇
健
康
保
険
・
船
員
保
険
・
共
済
組
合
保
険
な
ど
）
は
被
用
者
保
険
と
い
え
る
。

こ
こ
で
は
大
豊
町
国
民
健
康
保
険
と
老
人
医
療
の
推
移
等
に
つ
い
て
記
述
す
る
。

た
0

本
町
の
国
民
健
康
保
険
事
業
の
沿
革
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

昭
和
三
十
四
年
四
月
一
日

同
四
十
年
一
月
一
日

同
四
十
八
年
一
月
一
日

同
五
十
八
年
二
月
一
日

同
五
十
六
年
十
月
一
日

同
四
十
九
年
七
月
一
日

同
五
十
九
年
十
月
一
日

事
業
開
始

高
齢
者
の
無
償
医
療
制
度
の
実
施

七
割
給
付
開
始
ｉ
Ｉ

高
額
療
養
費
制
度
の
実
施

高
額
医
療
費
貸
付
制
度
の
実
施

退
職
者
医
療
費
制
度
の
実
施

高
齢
者
医
療
費
一
部
負
担
の
実
施
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注
医
療
費
保
険
制
度
の
高
齢
者
と
は
、
七
十
歳
以
上
の
者
と
六
十
五
歳
以
上
の
寝
た
き
り
老
人
を
い
う
。

本
町
国
民
健
康
保
険
（
以
下
国
保
と
い
う
）
の
加
入
状
況
は
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

大豊町国保加入状況

注
加
入
世
帯
、
被
保
険
者
と
も
に
、
加
入
率
が
増
加
の
傾
向
に
あ
る
の
は
、
過
疎
化
現
象
を
示
す
と
と
も
に
、
高
齢
者
が
退
職
し
て
他
の
保
険
か
ら
移
っ
て
き

た
こ
と
も
あ
る
。

茎還｜

壁｜
“’

１
１
１

恕帯金'零鞠『琴|鮭蓑保
総
す

人口に対
る割合

戸 ％

Ｉ

人 ％
(3,567） (10,713）

1,765 49.48 4,293 40.07
①

(3,536） (10,416）

1,799 50.88 4,285 41.14

40.65

40.17

(3,411） (9,707）
56

1,805 52.92 4,076 41.99

(3,404） (9,527）
57

1,739 51.09 3,847 40.38

(3,351)

－

(9,259）
58

50.40 3,658 39.51

(3,313） (9,083）
59

1,723 52.01 3,734 41．11

(3,268） (8,877）
60

1,753 53.64 3,732 42.04

（）内の数字は総世帯数と総人口を示す。
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大
豊
町
国
保
事
業
の
収
支
の
推
移
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
表
に
お
い
て
昭
和
六
十
年
度
の
歳
入
の
主
な
も
の
は
、
国
保
税
約
一
億
六
千
万
円
、
国
庫
支
出
金
六
億
七
千
万
円
で
あ
る
。

ま
た
歳
出
は
保
険
給
付
費
が
約
四
億
円
、
老
人
保
険
へ
の
拠
出
金
三
億
八
千
四
百
万
円
、
総
務
費
二
千
四
百
万
円
な
ど
で
あ
る
。

国
保
診
療
費
の
推
移
（
全
被
保
険
者
）

こ
の
表
は
国
保
全
被
保
険
者
に
か
か
っ
た
昭
和
六
十
年
か
ら
過
去
十
か
年
の
診
療
費
の
額
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
：

昭
和
四
十
八
年
に
老
人
医
療
の
無
料
化
が
実
施
さ
れ
、
加
え
て
高
度
の
医
療
の
普
及
な
ど
に
よ
り
医
療
費
は
全
国
的
に
急
速
な
増
加
を

推移事業収支の到偶国保診療費の推移

歳入額’榊
率Ｉ|診療”章豊、 歳 出 額

銘劉
千円％

昭刷引
千円

366,193384,650

印Ⅷ’ 494,408432,750 12.552

卿帥’ 572,41532.6573,82053

澗伽’飢伽|伽 743,16754

泥Ⅷ’ 761,87326.8824,93055

851,407 809,668826,080 0.156

,剛111.3 691,682919,67057

Ｉ
Ｉ

936,670 1.9 793,034804,89058

1,028,300 9.8 841,073901,92559

11.91,150,96060
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る
。

表
に
示
す
と
お
り
昭
和
五
十
一
年
度
対
同
六
十
年
は
約
三
倍
と
な
っ
て
お
り
、
な
か
で
も
五
十
三
年
度
は
前
年
度
に
比
し
三
一
・
六

％
、
五
十
五
年
に
は
三
ハ
・
八
％
と
異
常
な
ほ
ど
伸
び
て
い
る
。
こ
れ
は
五
十
三
年
度
か
ら
成
人
病
検
診
の
開
始
、
五
十
五
年
度
は
町
内

に
大
型
病
院
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
も
一
つ
の
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。

国
保
被
保
険
者
一
人
当
た
り
の
診
療
費
の
推
移
は
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

続
け
て
い
る
。

こ
の
表
は
国
保
全
被
保
険
者
一
人
当
た
り
の
診
療
費
に
つ
い
て
、
本
町
対
高
知
県
の
平
均
と
最
高
最
低
の
団
体
と
比
較
し
た
も
の
で
あ

国保被保険者一人当たり診療費の推移

墓塵、’
一－

昭侶和’
大豊町|県平均|県下最高|県下瀧
脈里|卿皇州ヨ加里
53,4225軍豆｢扇司~室二重49

‘｡’ ”'6柵|，‘;司~”
副I州‘|剛‘’ 118,41.’ 46,185

’
砿|，棚’ “|Ⅲ川I52,077

鯛|肌Ⅷ|肌壷F三棚’ 62,197

瓢|剛"|川珂 伽"’ 72,114

弱’ ''8伽’ 叩妬’
l

198,301 76,619

”|伽墾|垂孟｢亙珂 81,414

57加記’ ’肌棚’154,390 97,019

Ｉ’別柵|'‘州’ 卿‘2158 106,282

§，｜肌剛|Ⅳ州’ 2'Ⅷ’ 110,406

昭和54年度以降県下最高となる
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こ
の
表
は
国
保
老
人
（
七
十
歳
以
上
）
に
か
か
る
入
院
受
診
率
（
入
院
す
る
患
者
の
比
率
）
に
つ
い
て
、
本
町
対
高
知
県
平
均
、
県
下

識
最
高
、
最
低
の
団
体
と
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
ｏ

７
表
に
示
す
よ
う
に
、
昭
和
五
十
三
年
度
か
ら
次
第
に
高
く
な
り
は
じ
め
五
十
九
年
度
に
は
県
下
で
最
高
の
受
診
率
と
な
っ
て
、
県
下
平

８７
均
の
一
・
四
倍
、
最
低
団
体
の
三
・
五
倍
と
な
っ
て
い
る
。

は
県
平
均
の
一

昭
和
五
十
年
度
ま
で
は
、
県
下
平
均
的
程
度
を
推
移
し
て
き
た
が
、
同
五
十
四
年
度
か
ら
は
県
下
の
最
高
額
と
な
り
、
同
五
十
九
年
に

国
保
老
人
（
七
十
歳
以
上
）
の
入
院
受
診
（
入
院
す
る
患
者
）
の
比
率
の
推
移
は
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

老人医療にかかる入院受診率の推移

大豊町県平均県下最 高
年度

県下最低

％

144.41’
％

33.80’
％

92.18’昭姐和’
％

125.53

六
倍
と
な
り
、
最
も
低
い
団
体
の
二

‘，｜Ⅲ川|Ⅲ，，|川=|=雲
50120.05141.02295.5653.96

1

】、9t

う01200．9

901197．9316

五
倍
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
町
民
の
高
齢
化
を
如
実
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

』 H ’ 6

1【】．Hド】1．44

【)2．941164．66

3()’69．79

46170．59

591223．301162.531223.30164．46

◎受診率とは年間の診療報酬請求書の枚数を平均被保険者

数で除して100倍したものである。

言い換えれば被保険者100人当たりの枚数である。
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昭
和
四
十
八
年
に
老
人
医
療
の
無
料
化
が
実
施
さ
れ
た
が
、
同
五
十
八
年
二
月
に
老
人
保
険
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
て
、
老
人
医
療
の

場
合
で
も
一
部
負
担
金
制
度
が
採
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

外
来
の
場
合
一
か
月
四
百
円
、
入
院
の
場
合
一
日
三
百
円
を
二
か
月
間
個
人
が
負
担
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
一
部
負
担
金
は
、
健
康
に
つ
い
て
の
自
己
責
任
の
観
点
に
立
っ
て
、
老
人
の
健
康
に
つ
い
て
の
自
覚
を
求
め
適
切
な
受
診
を
願
う

趣
旨
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
老
人
が
必
要
と
す
る
受
診
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

老
人
保
険
制
度
で
は
七
十
歳
以
上
の
老
人
の
医
療
に
要
す
る
費
用
を
、
国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
と
保
険
者
（
健
康
保
険
組
合
な
ど
）

な
ど
で
あ
る
が
、
我
が
町
の
場
合
は
い
ず
れ
に
も
該
当
し
て
お
り
、
ま
た
医
療
費
の
高
い
最
大
の
要
因
は
入
院
患
者
が
圧
倒
的
に
多
い
こ

と
と
い
え
る
。
こ
の
た
め
昭
和
六
十
年
九
月
度
の
診
療
費
約
九
千
七
百
万
円
の
う
ち
、
入
院
診
療
費
が
七
二
・
四
％
と
約
七
千
万
円
を
占

た
も
の
で
あ
る
。

め
て
い
る
。

老
人
医
療
の
状
況

こ
の
表
は
昭
和
五
十
四
年
度
か
ら
同
六
十
年
度
ま
で
の
老
人
医
療
（
七
十
歳
以
上
の
国
保
と
他
保
険
老
人
と
の
合
計
）
の
状
況
を
表
し

５
、
高
齢
者
が
多
い
こ
と
。

高
知
県
国
保
医
療
費
の
高
い
原
因
と
し
て
、

１
、
入
院
受
診
率
が
ず
ば
ぬ
け
て
高
く
、
全
国
平
均
の
二
倍
に
近
い
高
率
で
あ
る
こ
と
。

２
、
人
口
十
万
人
対
の
病
床
数
が
全
国
平
均
の
二
倍
以
上
で
あ
っ
て
、
入
院
医
療
供
給
態
勢
も
整
っ
て
い
る
こ
と
。

３
、
病
院
の
都
市
部
集
中
と
、
地
理
的
な
ハ
ン
デ
ィ
か
ら
通
院
が
困
難
で
入
院
に
な
り
勝
ち
に
な
る
こ
と
。

４
、
核
家
族
化
の
進
行
と
、
若
壮
年
夫
婦
の
共
働
き
率
が
高
く
、
そ
の
た
め
に
病
人
の
在
宅
看
護
が
生
活
上
困
難
の
傾
向
が
あ
り
入
院

に
な
り
や
す
い
こ
と
。
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が
共
同
で
持
ち
寄
る
こ
と
に
よ
り
、
老
人
に
対
す
る
医
療
費
を
安
定
的
に
ま
か
な
う
こ
と
に
し
て
い
る
。

保
険
者
の
拠
出
分
は
、
保
険
者
ご
と
の
老
人
医
療
費
の
額
と
老
人
の
加
入
率
を
も
と
に
按
分
さ
れ
て
い
る
。

き
よ

昭
和
六
十
年
度
の
大
豊
町
国
保
会
計
か
ら
、
老
人
保
険
医
療
に
醸
出
し
た
金
額
は
、
三
億
八
千
三
百
余
万
円
で
あ
っ
た
。

本
町
の
医
療
費
が
高
額
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
が
、
そ
れ
に
加
え
て
本
表
に
示
す
と
お
り
看
護
料
な
ど
は
昭
和
五
十
四

年
度
に
比
べ
六
十
年
度
は
三
・
七
倍
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。

大豊町老人医療の状況

孟招領
謂
Ｂ

昭 和 円人千円千円千円

451,6291,362615,11954 575,443 39,676

633,9821,405890,746827,070 63,67655

604,1571,415854,882787,297 67,58556

1,442 707,179100,457 1,019,735919,27857

1,451 759,032101,355114,656 1，986,69958

774,8401,4401,115,770986,457 129,31359

848,5641,4451,226,1751,077,490 148,68560

･老人数は1年間の平均人数

･医療支給費⑧の主なるものは看護料とコルセット代金等である。

･老人医療費は国保会計から醗出金を支払っているがその外は国保

とは関係がない。
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本
町
の
一
人
当
た
り
の
国
保
医
療
費
が
極
め
て
高
額
で
あ
る
こ
と
の
要
因
に
つ
い
て
は
既
に
触
れ
た
が
、
こ
の
高
い
医
療
費
が
ど
の
よ

う
な
疾
病
に
仕
払
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
昭
和
六
十
年
九
月
診
療
月
の
調
査
結
果
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
構
成
割
合
で
最
も
高
い
の
は
循
環
系
疾
病
で
あ
る
。
循
環
系
疾
病
と
は
脳
卒
中
・
脳
軟
化
・
心
筋
梗
塞
・
高
血
圧
・
心
不

全
な
ど
の
病
気
で
あ
り
、
こ
の
種
関
係
の
医
療
費
が
医
療
費
全
体
の
四
五
・
八
％
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
は
全
国
平
均
が
二
八
％
前
後
、

高
知
県
の
平
均
が
三
三
・
三
％
で
あ
り
、
本
町
の
比
率
が
格
段
に
高
い
。
こ
れ
が
医
療
費
の
高
い
主
因
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
こ
の
疾

患
者
は
入
院
率
も
高
く
、
そ
の
入
院
医
療
費
は
医
療
費
全
体
の
三
五
・
五
％
に
達
し
て
い
る
。

以
上
本
町
の
医
療
と
保
険
に
つ
い
て
概
説
し
た
が
、
本
町
の
国
保
の
一
人
当
た
り
医
療
費
は
県
下
最
高
と
な
り
全
国
的
に
も
ト
ッ
プ
ク

ラ
ス
と
い
わ
れ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
国
保
税
も
県
下
で
最
高
を
負
担
し
て
い
る
。

し
か
し
、
医
療
費
が
高
い
こ
と
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
高
齢
化
や
入
院
患
者
の
多
い
こ
と
な
ど
種
々
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
を
急
に

改
善
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

現
在
本
町
が
実
施
し
て
い
る
成
人
病
検
診
等
の
地
道
な
予
防
施
策
に
よ
り
早
期
発
見
、
早
期
治
療
の
普
及
に
よ
る
予
防
対
策
が
、
や
が

て
保
険
財
政
の
安
定
化
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

特
に
循
環
系
の
疾
患
対
策
は
長
期
的
な
取
り
組
承
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
町
民
の
節
度
あ
る
診
療
態
度
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。

昭
和
五
十
九
年
度
の
本
町
の
看
護
料
は
県
平
均
の
一
・
八
倍
で
全
国
で
は
最
高
位
に
格
付
け
さ
れ
て
い
る
。

１
大
豊
町
の
疾
病
の
特
徴
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で
あ
ろ
う
が
、
こ
（

報
告
文
）
が
あ
る
。

高
知
県
で
も
最
高
の
人
口
老
齢
化
と
、
老
人
医
療
費
に
悩
む
大
豊
町
は
、
日
本
の
三
十
年
先
の
縮
図
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
老
人
医
療

費
問
題
を
考
え
る
た
め
全
国
紙
で
あ
る
「
朝
日
新
聞
」
が
、
昭
和
五
十
五
年
九
月
十
五
日
の
敬
老
の
日
に
、
次
の
よ
う
な
月
曜
ル
ポ
ル
タ

ー
ジ
ュ
（
現
地
報
告
文
）
を
発
表
し
て
い
る
。

新
聞
紙
面
の
半
分
を
つ
ぶ
す
長
大
な
取
材
記
事
と
論
文
で
あ
る
の
で
、
全
文
を
引
用
す
る
こ
と
は
と
て
も
で
き
な
い
の
で
、
重
要
な
箇

所
を
要
約
す
る
。

「
月
曜
ル
ポ
」

老
人
医
療
費
を
ど
う
す
る

増
加
に
悩
む
高
知
県
大
豊
町
を
見
る

負
担
「
だ
れ
が
」
「
い
く
ら
」

将
来
へ
の
方
向
づ
け
必
要

の
見
出
し
で
、
ま
ず
大
豊
町
の
位
置
、
地
勢
、
産
業
、
人
口
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
次
に
大
豊
町
が
昭
和
五
十
五
年
か
ら
始
め
た
、

四
十
歳
か
ら
六
十
九
歳
ま
で
の
町
民
全
員
検
診
な
ど
の
、
健
康
対
策
の
保
健
事
業
を
紹
介
し
「
短
期
的
に
見
れ
ば
金
が
余
計
に
か
か
る
。

だ
が
、
十
年
ぐ
ら
い
の
長
い
目
で
見
れ
ば
、
町
民
の
健
康
保
持
と
、
医
療
費
の
軽
減
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
」
と
、
町
の
考
え
方
に
触
れ
て

い
る
０

こ
の
よ
う
に
医
療
費
及
び
、
国
保
税
の
高
負
担
の
最
大
の
要
因
は
、
医
療
機
関
の
発
達
と
、
住
民
の
高
齢
化
社
会
等
が
も
た
ら
す
も
の

あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
現
状
を
、
数
年
前
に
既
に
見
通
し
、
更
に
ま
だ
ま
だ
進
行
す
る
こ
と
を
予
測
し
た
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
（
現
地

２
新
聞
ル
ポ
と
そ
の
考
察
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当
然
の
こ
と
な
が
ら
老
人
医
療
費
も
か
さ
む
。
こ
の
町
の
昭
和
五
十
四
年
度
の
国
民
健
康
保
険
の
実
情
を
見
る
と
、
七
十
歳
以
上
の
老

人
の
医
療
費
は
全
体
の
五
一
・
七
％
に
も
な
る
。

全
被
保
険
者
の
一
人
当
た
り
の
医
療
費
は
十
六
万
円
で
あ
る
が
、
老
人
一
人
当
た
り
の
平
均
医
療
費
は
四
十
六
万
三
千
円
で
、
そ
の

二
・
九
倍
に
当
た
る
。
こ
の
医
療
費
を
ま
か
な
う
た
め
、
町
の
国
保
税
は
、
こ
こ
数
年
、
毎
年
一
宝
％
程
度
の
大
幅
な
引
き
上
げ
が
行
わ

れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
五
十
五
年
度
は
一
人
当
た
り
三
万
三
千
二
百
四
十
五
円
で
、
前
年
に
比
べ
て
三
○
％
の
引
き
上
げ
だ
。

町
税
は
住
民
一
人
当
た
り
に
す
る
と
、
約
二
万
八
千
円
だ
か
ら
、
国
保
税
の
方
が
五
千
円
余
り
高
い
の
だ
。
当
然
町
民
か
ら
は
国
保
税

が
高
す
ぎ
る
と
の
声
が
あ
が
る
。

そ
こ
で
町
当
局
は
医
療
費
の
仕
組
を
説
明
し
「
国
保
税
の
額
を
決
め
る
の
は
、
皆
さ
ん
自
身
の
健
康
で
す
。
ふ
だ
ん
か
ら
健
康
を
保

ち
、
病
気
の
早
期
発
見
、
早
期
治
療
に
努
め
ま
し
ょ
う
」
と
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
っ
て
Ｐ
Ｒ
に
懸
命
だ
。

連
帯
感
に
支
え
ら
れ
て

町
が
こ
の
よ
う
な
事
業
を
始
め
た
理
由
は
、
町
の
年
間
死
亡
者
が
千
人
当
た
り
五
人
で
高
知
県
平
均
の
三
人
、
全
国
平
均
の
一
、
七

人
と
比
べ
異
常
に
高
く
し
か
も
、
こ
の
町
は
典
型
的
な
過
疎
、
老
齢
化
の
町
で
あ
る
。

昭
和
三
十
年
か
ら
同
五
十
年
ま
で
の
二
十
年
間
に
、
町
の
人
口
は
二
万
二
千
人
余
か
ら
、
一
万
一
千
人
と
半
減
し
て
い
る
。
そ
の
上
六

十
五
歳
以
上
の
老
人
が
町
民
の
一
八
・
八
％
を
占
め
、
全
国
平
均
の
九
％
の
二
倍
以
上
の
老
齢
化
で
あ
る
。

日
本
の
老
齢
人
口
が
一
八
％
を
超
え
る
の
は
、
昭
和
八
十
五
年
ご
ろ
と
予
測
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
大
豊
町
は
三
十
年
後
の
高
齢
化
日
本

の
縮
図
と
い
え
る
。

略た
し
か
に
大
豊
町
の
始
め
た
健
康
事
業
は
、
住
民
の
連
帯
感
に
訴
え
て
の
健
康
づ
く
り
、
医
療
費
軽
減
へ
の
努
力
と
い
え
る
。
だ
が
国

高
齢
化
日
本
の
縮
図
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保
担
当
者
に
は
一
種
の
絶
望
感
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
だ
ま
だ
止
ま
り
そ
う
に
な
い
人
口
の
老
齢
化
と
医
療
費
の
請
求
だ
。

大
豊
町
で
は
、
こ
れ
か
ら
五
年
後
の
昭
和
六
十
年
に
は
、
六
十
五
歳
以
上
の
人
口
が
全
住
民
の
一
三
・
七
％
、
七
十
歳
以
上
で
も
一

五
、
八
％
に
達
す
る
だ
ろ
う
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
医
療
費
を
町
で
ま
か
な
っ
て
い
く
自
信
は
な
い
。

「
病
院
が
新
設
さ
れ
る
こ
と
は
医
療
費
の
増
加
に
つ
な
が
る
と
の
見
方
が
あ
る
。
大
豊
町
で
は
昨
年
十
月
に
百
病
床
の
病
院
が
開
業
し

た
。
こ
の
病
院
は
す
で
に
入
院
患
者
で
、
ほ
ぼ
満
床
だ
が
約
半
数
は
七
十
歳
以
上
で
、
当
然
老
人
医
療
費
が
か
さ
む
こ
と
に
な
る
。

す
で
に
そ
れ
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
医
療
費
の
請
求
は
、
町
内
の
他
の
開
業
医
よ
り
も
高
額
で
あ
る
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
こ
れ

か
ら
ど
ん
な
請
求
が
出
さ
れ
る
か
注
目
し
て
い
る
」
と
こ
ろ
だ
と
い
う
。

老
人
ホ
ー
ム
は
大
豊
町
に
一
《

を
割
り
、
入
所
勧
誘
を
し
て
眠

れ
ば
老
人
医
療
費
も
増
え
る
。

こ
の
よ
う
な
現
状
か
ら
、
県
内
市
長
会
の
国
保
返
上
論
と
な
り
、
あ
る
い
は
全
国
町
村
会
の
「
老
人
医
療
を
国
保
か
ら
切
り
離
し
て
別

建
て
制
度
に
せ
よ
」
と
の
要
求
に
な
っ
て
い
く
。

こ
の
ル
ポ
で
は
老
人
医
療
を
、
も
っ
ぱ
ら
医
療
費
の
面
か
ら
だ
け
と
ら
え
た
。
も
ち
ろ
ん
、
老
人
医
療
問
題
は
カ
ネ
だ
け
の
問
題
で
は

な
い
の
だ
が
、
カ
ネ
が
無
け
れ
ば
何
も
で
き
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
日
本
の
人
口
老
齢
化
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
い
ま
か
ら
老
人
医
療
費
が
か
さ
む
と
驚
い
て
い
た

の
で
は
、
本
格
的
な
高
齢
化
社
会
に
な
っ
た
ら
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
。

町
当
局
は
、
老
人
医
療
費
の
か
さ
む
原
因
の
一
つ
に
「
老
人
ホ
ー
ム
へ
入
る
か
わ
り
に
入
院
す
る
傾
向
が
あ
る
」
と
分
析
す
る
。
養
護

人
ホ
ー
ム
は
大
豊
町
に
一
か
所
（
定
員
百
人
）
、
隣
接
の
本
山
町
に
一
か
所
（
定
員
七
十
人
）
あ
る
の
だ
が
、
入
所
者
は
い
つ
も
定
員

割
り
、
入
所
勧
誘
を
し
て
い
る
。
そ
れ
は
町
民
が
老
人
ホ
ー
ム
を
敬
遠
し
、
病
院
に
入
院
を
好
む
か
ら
だ
と
い
う
。
入
院
病
床
が
増
え

老
人
ホ
ー
ム
を
敬
遠

×
×
×
×
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い
ま
必
要
な
の
は
、
そ
の
こ
ろ
を
視
点
に
入
れ
て
の
方
向
づ
け
だ
。
老
人
保
健
制
度
の
厚
生
省
試
案
で
は
、
費
用
分
担
に
つ
い
て
は
、

国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
、
各
保
険
者
で
分
担
。
保
険
者
か
ら
は
特
別
保
険
料
を
徴
収
す
る
こ
と
、
老
人
も
収
入
に
応
じ
て
の
一
部
負
担

を
求
め
る
こ
と
、
な
ど
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
見
本
的
な
割
り
振
り
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。

だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
保
険
料
又
は
、
保
険
税
の
形
で
国
民
負
担
増
の
方
向
を
示
し
て
い
る
。
老
人
医
療
は
ぷ
ん
な
で
支
え
て
い
か
ね

ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
費
用
の
増
加
も
避
け
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
ど
ん
な
形
で
、
だ
れ
が
ど
の
く
ら
い
負
担
す
る
の
が
望
ま
し
い
か
、

そ
れ
が
ど
う
合
理
的
に
使
わ
れ
た
ら
よ
い
か
、
歯
に
衣
き
せ
ぬ
議
論
を
、
今
こ
そ
す
べ
き
と
き
だ
と
考
え
る
、
と
結
ん
で
い
る
。

こ
の
「
朝
日
新
聞
」
が
五
年
前
に
推
測
し
た
数
値
が
正
し
か
っ
た
か
ど
う
か
、
検
討
し
た
う
え
で
論
評
し
て
承
る
。

ま
ず
大
豊
町
が
高
齢
化
日
本
の
縮
図
で
あ
る
と
い
う
予
測
に
つ
い
て
、
昭
和
六
十
一
年
で
人
口
は
八
千
八
百
七
十
七
人
（
三
月
三
十
一

日
現
在
）
と
更
に
減
少
し
、
老
齢
者
人
口
は
、
一
八
・
八
％
か
ら
二
二
・
七
％
と
な
る
予
測
で
あ
っ
た
が
、
現
実
は
そ
れ
を
更
に
超
し
て

二
四
・
一
八
％
と
な
っ
て
い
る
。

医
療
費
に
つ
い
て
は
、
予
想
の
と
お
り
病
院
の
で
き
た
翌
年
か
ら
医
療
費
は
上
昇
を
続
け
、
昭
和
五
十
九
年
に
は
、
老
人
医
療
費
に
か

か
る
受
診
率
は
、
前
述
の
資
料
の
と
お
り
、
県
下
で
最
高
と
な
っ
て
い
る
。

日
本
人
の
体
質
と
習
性
は
薬
漬
け
人
種
と
い
わ
れ
る
く
ら
い
薬
を
過
信
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
に
加
え
て
、
最
近
全
国
的

な
傾
向
と
し
て
、
こ
の
習
性
に
便
乗
し
て
乱
診
乱
療
を
行
う
医
療
機
関
が
あ
る
と
警
告
さ
れ
て
い
る
。

何
は
と
も
あ
れ
老
人
福
祉
を
後
退
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
に
併
せ
て
住
民
の
連
帯
感
に
訴
え
て
、
意
識
の
改
革
も
ま
た
急
務
で

た
ん
せ
き

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
昔
の
入
院
患
者
と
い
え
ば
、
命
旦
夕
に
迫
る
と
い
う
よ
う
な
状
態
に
な
ら
な
い
と
な
か
な
か
病
院
に
入
れ
て
も
ら

え
な
か
っ
た
が
、
今
の
患
者
は
夕
食
後
散
歩
に
出
た
り
、
日
曜
日
に
遠
出
を
す
る
人
も
あ
る
よ
う
だ
。

こ
こ
で
思
い
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
昭
和
五
十
年
の
「
経
済
審
議
会
の
答
申
」
の
中
に
、
二
十
一
世
紀
社
会
福
祉
の
あ

り
方
に
つ
い
て
十
数
項
目
に
わ
た
っ
て
答
申
し
て
い
る
が
、
特
に
次
の
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
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「
公
的
福
祉
は
、
福
祉
の
た
だ
乗
り
現
象
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
こ
《

お
そ
れ
が
あ
る
」
と
警
告
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
と
き
こ
そ
、
地
域
住
民
の
相
互
扶
助
と
、
老
齢
者
の
連
帯
意
識
と
、

性
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

集団 検 診 で の 問 診

大
豊
町
は
面
積
が
広
大
で
、
し
か
も
交
通
の
便
が
悪
く
、
へ
き
地
に
指
定
さ
れ

て
い
る
地
域
も
多
く
、
こ
の
地
域
の
医
療
対
策
を
重
要
視
し
、
久
寿
軒
地
区
は
大

杉
中
央
病
院
が
、
西
峰
地
区
及
び
立
川
地
区
は
高
橋
医
院
が
担
当
し
て
い
る
。

ま
た
本
町
で
は
成
人
病
検
診
に
力
を
入
れ
、
胃
ガ
ン
・
婦
人
ガ
ン
・
乳
腺
ガ

ン
・
循
環
器
各
検
診
を
実
施
し
て
い
る
が
、
そ
の
効
果
も
次
第
に
現
わ
れ
、
中
高

年
齢
層
の
脳
卒
中
・
ガ
ン
疾
患
で
の
死
亡
及
び
長
期
入
院
が
減
少
す
る
傾
向
が
見

え
て
き
て
い
る
。

循
環
器
検
診
は
、
昭
和
四
十
六
年
度
に
脳
卒
中
発
症
予
防
重
点
地
区
と
し
て
県

の
指
定
を
受
け
て
開
始
し
、
そ
の
後
昭
和
五
十
三
年
度
に
は
、
循
環
器
疾
患
予
防

重
点
地
区
と
し
て
国
の
指
定
を
受
け
、
国
立
大
阪
循
環
器
セ
ン
タ
ー
集
団
検
診
部

（
部
長
小
沢
秀
樹
）
が
主
体
（
一
部
の
地
区
を
除
く
）
と
な
っ
て
本
山
保
健
所
と

と
も
に
地
元
医
師
の
協
力
を
得
て
、
循
環
器
検
診
を
重
点
的
に
実
施
し
て
い
る
。

当
時
の
問
題
点
と
し
て
は
、
高
血
圧
者
が
多
い
こ
と
、
栄
養
摂
取
に
問
題
が
あ

３
へ
き
地
医
療
と
成
人
病
検
診

こ
の
現
象
が
現
実
化
す
れ
ば
、

医
療
機
関
の
積
極
的
な
協
力
に
よ
っ
て
、
地
域
の
活

社
会
の
活
力
を
低
下
す
る
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我
が
国
の
年
金
制
度
に
は
、
国
民
年
金
（
拠
出
年
金
、
福
祉
年
金
）
、
厚
生
年
金
保
険
、
船
員
保
険
、
公
務
員
共
済
組
合
（
国
家
、
地

方
）
、
公
共
企
業
体
職
員
等
共
済
組
合
、
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
が
あ
り
、
数
も
非
常
に
多
く
、

内
容
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
複
雑
で
あ
る
。
こ
の
た
め
厚
生
省
に
お
い
て
は
、
統
一
し
て
新
し
い
年
金
制
度
を
つ
く
る
た
め
検
討
し
て

い
る
が
、
短
い
期
間
で
は
無
理
で
相
当
息
の
長
い
仕
事
で
あ
る
。

％
で
あ
る
。

ち
こ
と
、
《
医
療
放
置
者
、
ｉ
不
規
則
服
薬
者
が
多
い
こ
と
、
中
高
年
層
の
脳
卒
中
死
亡
者
が
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
し
か
し
成
人
病
検

診
の
受
診
率
は
非
常
に
悪
く
、
循
環
器
検
診
は
三
八
％
、
胃
ガ
ン
検
診
は
一
八
％
、
婦
人
ガ
ン
検
診
は
一
四
％
、
乳
腺
ガ
ン
検
診
は
二
一

拠
国
民
年
金
受
給
者
数

国
民
年
金
受
給
者
数

吐|／雲出

ロ
年
金
制
度

（
大
豊
町
、
昭
和
五
十
四
年
十
二
月
末
現
在
）

（
大
豊
町
、
昭
和
五
十
年
六
月
末
現
在
）

三

七
一

一
一

一

○

一
一
一

四
二
五
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認’
拠 福

祉
加強

入制

加強 国
民
年
金
（
拠
出
）
加
入
状
況

国
民
年
金
（
拠
出
）
加
入
状
況

三
、
三
四
五
一

三
、
八
八
四

一

出
入 制

老（
大
豊
町
、
昭
和
五
十
四
年
十
二
月
末
現
在
）

（
大
豊
町
、
昭
和
五
十
年
六
月
末
現
在
）

一
、
○
一
○

一
、
○
六
七

若
年
任
意

若
年
任
意
一

０

任
意
加
入

任
意
加
入

齢一

八
0－

九
一

ノ 、

傷
害

’
一

○
一

計計 四
八

一

九
六

一
八
一
四
、
○
六
五

母

｜合合三
、
五
四
一

子
○計 計

寡
婦強

制
強
制

付付 一

八 ○三

四
五
五 ’

合
計

一
、
一
五
四

一

、

一

一

一

加 加任任
意一

四
九

意四
八

一

年年

計 金計 金
一

八
一

一

一

一

○
三
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我
が
国
の
平
均
寿
命
は
、
衛
生
思
想
の
向
上
、
医
療
技
術
及
び
制
度
の
進
歩
等
に
よ
り
世
界
で
代
表
的
な
長
寿
国
と
な
っ
た
。
こ
の
た

め
高
齢
化
社
会
に
対
応
す
る
準
備
が
急
が
れ
る
情
勢
で
あ
る
。

二
老
人
福
祉

川戸の養護老人ホーム「大豊園」

国
民
の
間
で
も
、
老
人
福
祉
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
き
た
。
大
豊
町
に
お
い
て

は
、
特
に
過
疎
化
が
急
激
に
進
ん
だ
た
め
、
全
人
口
に
対
す
る
老
人
の
占
め
る
割
合
が

高
く
、
こ
れ
か
ら
の
老
人
福
祉
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

老
人
保
健
医
療
対
策
と
し
て
は
、
老
人
の
疾
病
の
早
期
発
見
と
早
期
治
療
を
目
的
と

し
て
、
六
十
五
歳
以
上
の
者
を
対
象
に
、
健
康
診
査
を
実
施
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
老

人
医
療
費
支
給
制
度
な
ど
が
あ
り
、
老
人
に
対
す
る
在
宅
対
策
と
し
て
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル

パ
ー
制
度
、
福
祉
電
話
設
置
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
施
設
対
策
と
し
て
は
、
養
護
老
人
ホ

ー
ム
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
が
あ
る
。

養
護
老
人
ホ
ー
ム
「
大
豊
園
」
は
、
昭
和
四
十
八
年
十
一
月
六
日
開
園
、
川
戸
に
設

置
さ
れ
収
容
定
員
は
百
人
、
建
物
は
敷
地
面
積
三
千
百
七
十
七
平
方
肘
で
、
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
造
り
二
階
、
一
部
平
屋
建
て
千
七
百
九
十
四
平
方
脚
で
あ
る
。
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老
人
在
宅
福
祉
対
策

（
大
豊
町
、
昭
和
五
十
五
年
四
月
現
在
）

老
人
ク
ラ
ブ
一
覧
（
昭
和
五
十
五
年
四
月
現
在
）

高
知
県

大
豊
町

六
十
五
歳
以
上
の
人
口
調
べ

識
豊
寿
会

円
和
会

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー

（
大
豊
町
、
昭
和
五
十
五
年
）

目－1－1－1‐二 1－

|獄
人

特
殊
寝
台
の
貸
付

一
○
九
、
一
二
ハ

、

○
）
（
』

数

，■■■■I‘－1－1－h－1－

イ
ン
タ
ー
ホ
ー
ン

の
貸
付

全
人
口
に
対
す
る
割
合

会
員
数
－’八三一

毒
一
一
一

一

一

一

一

立
川
長
生
会
一

名
三
八
％

一

一

一

一

福
祉
電
話

称
一
会
員
数

－p－G－E－

一
、
○
八
一

一
○
八

七
七○

五
五

ポ
ー
タ
ブ
ル
浴
槽
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老
人
健
康
診
査
は
六
十
五
歳
か
ら
七
十
歳
未
満
の
老
人
を
対
象
に
実
施
す
る
も
の
で
、
該
当
者
は
近
く
の
診
療
所
で
健
康
診
査
を
受
け

る
よ
う
通
知
す
る
制
度
で
あ
る
が
、
昭
和
五
十
三
年
こ
ろ
ま
で
実
施
し
て
い
た
が
、
改
正
に
よ
り
現
在
は
実
施
し
て
い
な
い
。
大
豊
町
の

対
象
者
は
当
時
一
千
三
百
人
程
度
で
受
診
率
は
約
三
○
％
ぐ
ら
い
、
あ
ま
り
よ
い
方
で
は
な
か
っ
た
。

老
人
の
年
齢
別
人
口
調
べ

（
大
豊
町
、
昭
和
五
十
四
年
度
末
現
在
）

全
人
口
に
対

す
る
割
合

人
数

銃
口

（
大
豊
町
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
現
在
）

一
一
● 二

八

一

１
１％’

九
九
一

一

一

一

●

ニ
ハ

四
六

四
三
七

五

三
一

一

一
七
七呈

三
へ

L－J

二
五
八四

一
，
九
・
秀

八
九
六

空
Ｐ
到
副

、

｛
ハ

四
・
一
五
一
二
四
・
○

、

○
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「
す
べ
て
の
人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
自
由
、
平
等
の
権
利
を
も
つ
」
と
い
う
人
権
宣
言
で
あ
る
が
、
「
基
本
的
人
権
は
、
単
に
国
家

が
こ
れ
を
国
民
の
権
利
と
し
て
認
め
る
だ
け
で
は
十
分
で
な
く
、
国
家
自
ら
が
こ
れ
を
積
極
的
に
擁
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ｏ
」
と
い

う
考
え
方
が
、
現
代
の
世
界
的
思
潮
で
あ
り
、
こ
の
考
え
方
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
人
権
擁
護
委
員
制
度
で
あ
る
。

明
治
の
初
年
こ
ろ
か
ら
我
が
国
の
人
権
意
識
が
急
速
に
高
ま
り
、
明
治
憲
法
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
に
、
身
分
、
性
に
よ
る
差
別
禁
止
、

人
身
の
自
由
、
宗
教
の
自
由
、
信
書
の
秘
密
保
障
、
残
虐
刑
の
廃
止
な
ど
の
制
度
改
革
を
目
指
し
て
い
た
。

明
治
憲
法
、
新
憲
法
、
そ
の
他
の
法
律
に
よ
っ
て
基
本
的
人
権
は
形
式
的
に
は
保
障
さ
れ
て
い
る
が
、
人
権
尊
重
の
思
想
は
現
実
に
は

国
民
の
間
に
十
分
に
行
き
渡
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
状
態
で
あ
り
、
人
権
擁
護
を
目
的
と
す
る
機
関
が
誕
生
し
た
。

法
務
省
に
お
い
て
も
、
昭
和
二
十
三
年
七
月
十
七
日
、
政
令
百
六
十
八
号
に
よ
る
人
権
擁
護
委
員
会
に
よ
り
制
度
が
発
足
し
、
同
二
十

四
年
五
月
三
十
一
日
、
法
律
百
三
十
九
号
に
よ
り
「
人
権
擁
護
委
員
法
」
が
制
定
さ
れ
た
。

こ
の
人
権
擁
護
委
員
制
度
は
、
我
が
国
独
特
の
も
の
で
あ
っ
て
、
現
在
世
界
の
い
ず
れ
の
国
に
も
存
在
し
な
い
制
度
で
あ
る
。

人
権
擁
護
委
員
の
定
数
は
、
全
国
で
二
万
人
以
内
と
な
っ
て
い
る
が
、
現
在
一
万
一
千
五
百
人
で
あ
り
、
大
豊
町
に
は
三
人
の
委
員
が

い
し
よ
く

委
嘱
さ
れ
て
い
る
。

人
権
に
関
し
て
の
相
談
は
、
委
員
の
自
宅
に
お
い
て
常
時
応
ず
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
毎
月
一
回
（
現
在
は
第
一
水

三
司
法
保
護
事
業

㈲
人
権
擁
護
委
員
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施
行
と
な
っ
て
い
る
。

あ
る
。

大
正
六
年
、
岡
山
県
に
方
面
委
員
制
度
が
生
ま
れ
、
以
後
こ
の
制
度
を
発
足
さ
せ
る
県
が
次
第
に
多
く
な
っ
た
の
で
、
昭
和
十
一
年
、

方
面
委
員
令
に
よ
っ
て
全
国
的
に
統
一
さ
れ
た
。

高
知
県
で
は
昭
和
二
年
四
月
一
日
、
高
知
市
に
五
十
九
人
の
委
員
を
設
置
し
た
。
同
六
年
六
月
、
高
知
県
の
委
嘱
で
あ
っ
た
方
面
委
員

を
町
村
に
移
管
し
、
昭
和
六
年
か
ら
同
九
年
ま
で
に
、
二
十
五
町
村
に
設
置
さ
れ
た
。

大
豊
町
内
の
民
生
委
員
の
数
は
、
昭
和
五
十
四
年
度
末
現
在
で
、
五
十
一
人
中
十
七
人
は
婦
人
委
員
で
あ
る
。

こ
の
民
生
委
員
は
、
社
会
奉
仕
の
精
神
を
も
っ
て
保
護
指
導
に
あ
た
り
、
社
会
福
祉
の
増
進
に
努
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
昭
和
二
十

一
年
九
月
十
三
日
に
出
さ
れ
た
、
民
生
委
員
令
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
今
ま
で
の
方
面
委
員
の
名
称
は
な
く
な
っ
た
わ
け
で

曜
日
）
に
特
設
相
談
所
を
開
設
し
て
い
る
。

特
設
相
談
所
は
、
農
工
セ
ン
タ
ー
と
西
豊
永
公
民
館
が
、
交
互
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
高
知
地
方
法
務
局
（
高
知
市
小
津
町
四
番
三
○

号
）
に
お
い
て
も
、
法
務
局
の
係
官
が
相
談
に
応
ず
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

生
活
保
護
制
度
は
、
憲
法
第
二
十
五
条
の
理
念
に
基
づ
き
、
何
ら
か
の
原
因
で
貧
困
に
陥
り
自
分
の
力
で
は
生
計
を
維
持
で
き
な
い
者

民
生
委
員
の
任
務
の
一
部
で
あ
る
医
療
保
護
法
は
同
十
六
年
十
月
一
日
に
施
行
さ
れ
、
ま
た
生
活
保
護
法
は
同
二
十
一
年
十
月
一
日
の

ロ
民
生
委
員
・
児
童
委
員

１
民
生
委
員
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に
対
し
て
国
の
責
任
に
お
い
て
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
保
障
す
る
と
と
も
に
、
併
せ
て
そ
の
自
立
を
助
長
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
制
度
で
あ
る
。
同
二
十
五
年
生
活
保
護
法
の
改
正
に
よ
り
民
生
委
員
は
各
種
の
保
護
を
実
施
す
る
協
力
機
関
と
な
っ
た
。

大
豊
町
に
お
け
る
昭
和
五
十
六
年
度
の
生
活
保
護
状
況
は
、
生
活
保
護
世
帯
数
百
三
十
四
、
人
数
は
百
八
十
八
人
、
支
給
金
額
は
三
千

二
百
万
円
余
（
一
年
分
推
計
）
と
な
っ
て
い
る
。

す
こ

昭
和
二
十
三
年
に
施
行
さ
れ
た
児
童
福
祉
法
第
一
条
に
は
「
す
べ
て
の
国
民
は
児
童
が
、
心
身
共
に
健
や
か
に
生
れ
、
か
つ
育
成
さ
れ

る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
べ
て
児
童
は
、
ひ
と
し
く
そ
の
生
活
を
保
障
ざ
れ
愛
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
り
、
第

二
条
に
は
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
親
と
公
共
団
体
の
責
任
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

児
童
福
祉
法
に
は
、
児
童
委
員
の
設
置
を
義
務
づ
け
て
い
る
が
、
こ
の
児
童
委
員
は
同
法
第
十
二
条
に
よ
っ
て
民
生
委
員
が
す
べ
て
任

命
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

大
正

″
昭
和

〃

四
年

民
生
委
員
制
度
の
あ
ゆ
み

六
年

七
年

二
年

岡
山
県
に
済
世
顧
問
制
度
創
始

大
阪
府
に
方
面
委
員
制
度
設
置

高
知
県
方
面
委
員
設
置
規
程
制
定
五
十
九
名
委
嘱

第
一
回
全
国
方
面
委
員
会
議
開
催
（
東
京
）

救
護
法
公
布
救
護
法
に
お
い
て
救
護
事
務
実
施
に
関
し
市
町
村
長
の
補
助
機
関
と
し
て
救
護
委
員
を
設
け
た
が

こ
れ
に
は
大
部
分
方
面
委
員
が
充
て
ら
れ
た
。
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昭
和
二
年

″

一
二
年

〃
二
○
年

″
二
八
年

″
三
○
年

″
三
五
年

〃

″

〃〃〃〃〃 〃

年

年
次
一

一
三
年

二
三
年

二
五
年

二
六
年

二
七
年

方
面
委
員
令
公
布

方
面
委
員
令
施
行

閣
議
決
定
の
「
生
活
困
窮
者
緊
急
生
活
援
護
要
綱
」
に
お
い
て
、
全
国
方
面
委
員
の
積
極
的
協
力
活
動
を
求
め
ら
れ

た
。

日
本
国
憲
法
公
布
（
一
三
年
五
月
三
日
施
行
）

民
生
委
員
令
公
布
、
方
面
委
員
は
民
生
委
員
と
改
称
さ
れ
た
。

（
旧
）
生
活
保
護
法
制
定
、
民
生
委
員
は
保
護
事
務
に
つ
き
市
町
村
長
の
補
助
機
関
と
な
っ
た
。

児
童
福
祉
法
公
布
（
一
三
年
一
月
よ
り
施
行
）
民
生
委
員
は
児
童
委
員
も
兼
務
と
な
っ
た
。

民
生
委
員
法
制
定

生
活
保
護
法
全
面
改
正
、
生
活
保
護
法
の
改
正
に
よ
り
民
生
委
員
は
保
護
の
実
施
の
協
力
機
関
と
な
っ
た
。

民
生
委
員
信
条
制
定

第
七
回
全
国
民
生
委
員
児
童
委
員
大
会
を
大
津
市
に
お
い
て
開
催
、
民
生
委
員
一
人
一
世
帯
更
生
運
動
の
全
国
的
実

践
申
し
合
わ
せ
決
議

民
生
委
員
法
改
正
、
民
間
の
篤
志
奉
仕
者
と
し
て
の
立
場
が
明
確
に
さ
れ
た
。

「
世
帯
更
生
資
金
貸
付
制
度
」
が
設
け
ら
れ
、
民
生
委
員
の
低
所
得
者
対
策
活
動
の
有
力
な
資
源
と
な
っ
た
。

心
配
ご
と
相
談
所
設
置
運
営
に
対
し
国
庫
補
助
制
度
が
始
ま
っ
た
。

民
生
委
員
徽
章
改
定

項

目
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昭
和
三
六
年

〃

〃

″
〃

″
三
七
年

″
四
○
年

″
四
二
年

″
四
七
年

″
五
二
年

児
童
委
員
の
任
務
は
大
体
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
里
親
、
職
親
制
度
の
周
知
と
斡
旋

二
、
長
期
欠
席
児
童
の
保
護

三
、
児
童
の
健
全
育
成
活
動

２
児
童
委
員

社
会
福
祉
統
計
報
告
例
に
「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
活
動
状
況
報
告
」
が
加
え
ら
れ
、
民
生
・
児
童
委
員
は
毎
月

の
活
動
状
況
を
所
定
の
「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
活
動
メ
モ
」
に
記
録
し
、
提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

世
帯
更
生
運
動
を
「
し
あ
わ
せ
を
高
め
る
運
動
」
と
改
称
、
積
極
的
な
運
動
展
開
を
は
か
っ
た
。

厚
生
省
「
世
帯
更
生
資
金
貸
付
制
度
要
綱
」
を
制
定

全
社
協
社
会
福
祉
協
議
会
基
本
要
項
策
定

全
国
民
生
委
員
児
童
委
員
総
会
高
知
市
に
お
い
て
開
催
（
九
月
）

民
生
委
員
制
度
五
十
周
年
記
念
全
国
民
生
委
員
児
童
委
員
総
会
を
岡
山
市
に
お
い
て
開
催

制
度
創
設
五
十
周
年
を
期
し
て
の
「
民
生
委
員
児
童
委
員
活
動
強
化
要
綱
」
が
策
定
さ
れ
た
。

民
生
・
児
童
委
員
定
数
が
大
幅
増
員
さ
れ
全
国
で
十
六
万
人
と
な
る
。

民
生
委
員
制
度
六
十
周
年

言
れ
か
ら
の
民
生
委
員
児
童
委
員
活
動
ｌ
制
度
創
設
六
十
周
年
を
期
し
て
の
活
動
強
化
方
策
ｌ
」
策
定
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大
豊
町
内
開
設
保
育
所
（
昭
和
五
十
五
年
四
月
一
日
現
在
）

大
豊
町
、
児
童
扶
養
手
当
支
給
状
況
（
昭
和
五
十
四
年
度
）

四
、
そ
の
他
、
母
子
衛
生
活
動
、
要
保
護
児
童
の
保
護

名
称
一
所

’
’
’
８
‐
且
日
‐
０
‐
‐
‐
■
■
■
１
０
‐
！
‐
‐
１
１
口
■
■
■
ｌ
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ
‐
‐
‐
０
‐
日
？
Ｐ
ｈ
Ｉ
Ⅱ
Ｉ
ｌ
ｒ
Ｉ
Ｉ
ｒ
Ｉ
，
ｂ
ｒ
■
■
■
■
■
■
■
０
■
■
■
■
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｔ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
８
１
ｂ
Ⅱ
Ⅱ
１
１
１
Ⅱ
，
－
‐
Ｉ
Ⅱ
０
１
‘

天
坪
保
育
所
一
馬

立
川
〃
｜
中

穴
内
〃
｜
穴

岩
原

東
豊
永
〃

久
寿
軒
〃

西
峰
〃
一
久
生
野
一

豊
永

大
田
口

大
杉
〃

特
別
児
童
扶
養

児
童
扶
養

計
計

〃 〃 〃

－

岩
｜
久
寿
軒
一

｜
東
土
居
一

－

大

－

船

－－－

一－

’
一コ

｜
支
給
人
員
一

杉

瀬匡 二
五
一
七
、
三
一
三
、
一
○
○
’

一

○
－

一
八
人
一
五
、
一
七
五
、
三
○
○

和
一

内

一

原

一

滝 戸

一

七
一
二
、
一
三
七
、
八
○
○
｜
障
害
児
童

－－

‐
ｌ
ｌ
ｉ
ｌ
定
員
一
鵬
龍
一
職
員
数
一
設
置
主
体
一

支
給
金
額

○
三

○
－一

六

○

四
五
一

六

○
－

六

○
－

○－ － － －

’二
七
九
一

四
一

四 ○ 三
四
五
一

六
○
一

一

一

一

一

一

一

八
一

I

九
一

五
一

円I

母
子
家
庭
の
児
童

備三
一

一

一
一

五
羅
雫

四
一

私

二 五
一

一
ハ

一

一
一 三

一
大
豊
町
一

一

－
－ －

大
豊
町
一
僻
地
保
育
所

考

立
一

釧
一

〃

－

〃

－

〃

－

〃

－

〃

－

〃

－

備

考〃
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昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
二
号
に
よ
り
、
犯
罪
者
予
防
更
生
法
が
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
、
保
護
司
を
配
置
す
る
こ

あ
っ
せ
ん

と
に
な
り
、
高
知
保
護
監
察
所
の
下
で
、
刑
余
者
の
指
導
、
補
導
、
生
活
相
談
、
就
職
斡
旋
、
家
庭
環
境
の
調
査
、
調
整
を
任
務
と
し
、

町
か
ら
犯
罪
を
な
く
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
。

大
豊
町
内
で
こ
の
任
務
に
つ
い
て
い
る
保
護
司
は
十
一
人
で
あ
る
。

社
会
福
祉
協
議
会
は
、
明
る
く
住
み
よ
い
地
域
社
会
の
醸
成
を
目
的
と
し
て
、
住
民
の
主
体
的
な
参
加
の
も
と
に
、
社
会
福
祉
、
保
健

大
豊
町
、
児
童
手
当
支
給
状
況
（
昭
和
五
十
四
年
度
）

四
社
会
福
祉
協
議
会

六
月
一
一
六
八
一
二
○
四
一
四
い
化
ｂ
旧
い
旧
旧
旧

一
○
月
二
○
七

一
七
四

白
保
護
司

家
児
童
一
支
給
金
龍

四
、
七
一
○
、
○
○
○

出
、
八
へ
）
六
、
○
○
○
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衛
生
等
の
改
善
向
上
を
目
指
し
地
域
福
祉
、
在
宅
福
祉
を
推
進
す
る
住
民
の
組
織
体
で
あ
る
。

社
会
福
祉
協
議
会
は
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
推
進
し
て
お
り
、
地
域
社
会
づ
く
り
の
中
心
的
役
割
を
果
た
す
こ
と

を
期
待
さ
れ
、
国
に
お
い
て
も
そ
の
活
動
の
充
実
に
資
す
る
た
め
、
昭
和
三
十
八
年
度
か
ら
専
門
職
員
に
つ
い
て
補
助
金
を
交
付
し
て
お

り
、
昭
和
五
十
三
年
度
現
在
を
承
る
と
、
そ
の
数
は
全
国
社
会
福
祉
協
議
会
十
五
人
、
都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会
三
百
三
十
二
人
、
市

町
村
社
会
福
祉
協
議
会
一
千
六
百
二
人
と
な
っ
て
い
る
。

大
豊
町
社
会
福
祉
協
議
会
は
、
昭
和
三
十
八
年
十
一
月
財
団
法
人
と
し
て
設
立
、
昭
和
四
十
三
年
社
会
福
祉
法
人
格
と
な
り
、
現
在
は

町
役
場
内
に
事
務
所
を
置
き
、
職
員
数
十
二
人
（
事
務
局
二
人
、
老
人
家
庭
奉
仕
員
五
人
、
豊
永
保
育
所
園
長
一
人
、
保
母
三
人
、
同
所

調
理
員
一
人
、
臨
時
二
人
）
で
運
営
さ
れ
て
い
る
。

大
豊
町
社
会
福
祉
協
議
会
の
主
な
事
業
と
そ
の
簡
単
な
内
容
を
紹
介
す
る
と
、

一
、
社
会
福
祉
を
目
的
と
す
る
事
業
に
関
す
る
調
査
、
研
究
、
総
合
的
企
画
、
連
絡
調
整
及
び
助
成
。

⑥
援
護
活
動
事
業

⑧
世
帯
更
生
資
金
貸
付
け
事
業
（
低
所
得
世
帯
の
自
立
更
生
を
目
的
と
す
る
）

側
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
育
成
援
助
事
業

㈹
登
録
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
（
二
五
六
名
）
育
成
援
助

何
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
協
力
校
指
定
と
活
動
援
助

⑳
一
般
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
育
成
援
助

①
全
戸
加
入
会
費
事
業

③
老
人
家
庭
奉
仕
事
業

㈹
歳
末
助
け
合
い
事
業



第8章社会福祉609

記
載
す
る
。

二
、
民
生
委
員
協
議
会
事
務
局

⑩
民
生
委
員
協
議
会
活
動
に
関
す
る
こ
と

三
、
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
事
務
局

㈹
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
活
動
に
関
す
る
こ
と

大
豊
町
社
会
福
祉
協
議
会
が
運
営
し
て
い
る
豊
永
保
育
所
は
、
昭
和
三
十
一
年
五
月
東
土
居
に
開
設
さ
れ
た
。
詳
細
は
保
育
所
の
項
に

ま
た
、
特
に
老
人
家
庭
奉
仕
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日
、
時
の
大
豊
町
長
（
門
田
盛
一
郎
）
と
大
豊
町
社
会
福
祉
協
議

⑥
老
人
福
祉
事
業

⑨
母
子
（
父
子
）
福

⑩
結
婚
相
談
所
事
業

⑦
児
童
福
祉
事
業

⑥
身
体
障
害
福
祉
事
業

⑥
母
子
（
父
子
）
福
祉

③
小
口
一
時
貸
付
金
事
業

④
老
人
ク
ラ
ブ
育
成
援
助

何
ひ
と
り
暮
ら
し
老
人
給
食
サ
ー
ビ
ス
（
八
○
歳
以
上
）

例
移
動
入
浴
サ
ー
ビ
ス

㈲
愛
の
一
声
運
動
（
奉
仕
者
設
置
二
四
人
）

㈱
介
護
用
具
貸
し
出
し

帥
子
ど
も
会
育
成
援
助

福
祉
事
業
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第
一
条
こ
の
社
会
福
祉
法
人
は
大
豊
町
に
お
け
る
社
会
福
祉
事
業
の
能
率
的
運
営
と
組
織
的
活
動
を
促
進
し
、
地
域
社
会
福
祉
の
増
進

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
次
の
事
業
を
行
な
う
。

会
長
（
北
村
長
徳
）
と
の
間
に
「
老
人
家
庭
奉
仕
事
業
委
託
契
約
」
が
締
結
さ
れ
、
こ
の
事
業
を
大
豊
町
社
会
福
祉
協
議
会
が
実
施
す
る

こ
と
と
な
り
、
大
豊
町
に
お
け
る
老
人
家
庭
奉
仕
事
業
（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
制
度
）
が
発
足
し
た
。

奉
仕
員
（
ヘ
ル
・
ハ
ー
）
の
数
は
当
初
四
人
で
発
足
し
た
が
同
四
十
八
年
五
月
か
ら
五
人
と
な
り
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

ヘ
ル
パ
ー
派
遣
の
対
象
世
帯
は
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
基
準
を
置
い
て
い
る
。

１
、
お
お
む
ね
六
十
五
歳
以
上
の
老
人
世
帯

２
、
老
衰
、
心
身
の
障
害
、
傷
病
等
に
よ
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
を
き
た
し
て
い
る
世
帯

３
、
家
族
の
い
ず
れ
も
が
そ
の
老
人
の
適
切
な
世
話
を
行
え
な
い
世
帯

４
、
生
活
保
護
法
に
よ
る
被
保
護
世
帯
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
世
帯

ヘ
ル
。
ハ
ー
の
業
務
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

１
、
家
事
、
介
護
に
関
す
る
こ
と
。

食
事
の
世
話
、
衣
類
の
洗
濯
、
補
修

住
居
等
の
整
理
整
頓
、
掃
除
等

身
の
回
り
の
世
話
、
そ
の
他
必
要
な
用
務

２
、
相
談
、
助
言
に
関
す
る
こ
と
。

社
会
福
祉
法
人
大
豊
町
社
会
福
祉
協
議
会
定
款

第
一
章
総
則

（
目
的
）



社会福祉章
第
四
条
こ
の
法
人
に
は
次
の
役
員
を
置
く
。

８

第
仙
理
事
八
名

811

第
二
条

第
三
条

2
①
社
会
福
祉
を
目
的
と
す
る
事
業
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究

㈲
心
配
ご
と
相
談
所
の
設
置
経
営

⑥
保
健
衛
生
を
目
的
と
す
る
事
業
と
の
連
絡

③
社
会
福
祉
を
目
的
と
す
る
事
業
に
関
す
る
普
及

③
社
会
福
祉
を
目
的
と
す
る
事
業
に
関
す
る
連
絡
調
整
及
び
助
成

⑨
社
会
福
祉
を
目
的
と
す
る
事
業
に
関
す
る
総
合
的
企
画

⑨
そ
の
他
本
会
の
目
的
達
成
に
必
要
な
事
項

⑥
共
同
募
金
へ
の
協
力

⑦
豊
永
保
育
所
の
設
置
経
営

⑨
監
事

（
名
称
）

（
事
務
所
の
所
在
地
）

（
役
員
の
定
数
）

こ
の
法
人
に
会
長
一
名
、
副
会
長
一
名
、
常
務
理
事
一
名
を
置
く
。

第
二
章
役
員

こ
の
社
会
福
祉
法
人
は
、
社
会
福
祉
法
人
大
豊
町
社
会
福
祉
協
議
会
と
い
う
。

こ
の
社
会
福
祉
法
人
（
以
下
「
法
人
」
と
い
う
。
）
の
事
務
所
を
高
知
県
長
岡
郡
大
豊
町
高
須
三
三
番
地
に
置
く
。

一

一

名
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茂
谷
に
移
転
し
た
。

昭
和
二
十
二
年
十
二
月
十
二
日
公
布
の
児
童
福
祉
法
第
一
条
に
は
、
「
す
べ
て
国
民
は
児
童
が
心
身
と
も
に
健
や
か
に
生
ま
れ
且
つ
育
成

さ
れ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
べ
て
児
童
は
ひ
と
し
く
そ
の
生
活
を
保
障
さ
れ
、
愛
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ

り
、
第
三
十
九
条
に
は
「
保
育
所
は
、
日
を
保
護
者
の
委
託
を
受
け
て
、
保
育
に
欠
け
る
そ
の
乳
児
又
は
幼
児
を
保
育
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
施
設
と
す
る
。
‐
一
と
し
て
、
保
育
所
に
関
す
る
規
定
が
あ
る
。
こ
う
し
た
児
童
福
祉
法
の
精
神
を
受
け
て
保
育
所
が
開
設
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
大
豊
町
で
最
初
に
開
設
さ
れ
た
の
が
天
坪
保
育
所
で
あ
る
が
、
以
下
各
保
育
所
の
沿
革
を
見
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

昭
和
二
十
七
年
五
月
他
の
地
区
に
さ
き
が
け
戸
手
野
の
診
療
所
（
元
避
病
舎
）
の
空
き
家
を
借
用
し
て
岡
林
住
衛
。
西
岡
鶴
美
の
両
名

に
よ
っ
て
季
節
保
育
所
を
開
設
し
た
。

初
代
園
長
岡
林
住
衛
認
可
定
員
百
人
実
園
児
数
二
歳
’
五
歳
児
八
十
人
職
員
数
四
人

昭
和
三
十
三
年
九
月
大
豊
村
馬
瀬
二
百
三
十
四
番
地
の
一
に
木
造
平
屋
建
て
二
百
五
十
八
平
方
厨
の
保
育
所
を
新
築
し
て
移
転
し
た
。

園
児
数
八
十
二
人
職
員
八
人

昭
和
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
天
坪
村
立
天
坪
保
育
所
と
し
て
公
認
さ
れ
、
天
坪
小
学
校
講
堂
及
び
教
員
住
宅
の
一
部
を
借
り
受
け
角

保
母
二
人
園
児
三
十
人

五
保
育
所
の
変
遷

１
天
坪
保
育
所
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昭
和
五
十
二
年
》
定
員
三
十
人
に
減
少
現
在
に
至
る
。

昭
和
三
十
九
年
十
月
一
日
久
寿
軒
公
民
館
の
一
部
を
借
用
し
て
僻
地
久
寿
軒
保
育
所
と
し
て
定
員
三
十
人
で
開
設
し
た
。

昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
入
園
児
減
少
の
た
め
民
間
の
西
岡
宗
歳
代
表
に
保
育
所
の
運
営
を
委
託
し
て
現
在
に
至
っ
た
。

２
久
寿
軒
保
育
所

天坪保育所

昭
和
二
十
九
年
四
月
、
杉
部
落
公
民
館
の
一
部
を
借
用
し
、
季
節
保
育
所
と
し
て
開

設
さ
れ
た
が
、
同
年
中
に
通
年
保
育
所
に
切
り
替
え
ら
れ
た
。

初
代
園
長
橋
本
晴
喜
保
母
四
人
園
児
八
十
人

昭
和
三
十
一
年
四
月
、
大
豊
村
立
杉
保
育
所
と
し
て
公
認
さ
れ
、
杉
北
畠
七
十
三
番

地
に
木
造
平
屋
建
て
二
百
四
十
八
平
方
財
の
保
育
所
を
新
築
し
て
移
転
し
た
。
定
員

八
十
人

昭
和
五
十
六
年
三
月
、
園
舎
老
朽
化
の
た
め
、
町
有
地
の
杉
川
下
五
十
番
地
の
二
に

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
二
階
建
て
延
べ
四
百
三
十
二
平
方
腕
の
園
舎
を
新
築
し
て
移

転
し
た
。
定
員
六
十
人

昭
和
四
十
年
、
立
川
地
区
に
あ
っ
た
和
洋
裁
教
室
の
母
親
有
志
に
よ
っ
て
保
育
所

３
大
杉
保
育
所

４
立
川
保
育
所
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昭
和
三
十
一
年
九
月
一
日
、
穴
内
の
佐
々
木
虎
丸
が
責
任
者
と
な
り
、
公
民
館
の
一
室
を
借
用
し
私
立
穴
内
保
育
所
を
開
設
し
た
。

開
設
当
時
の
保
育
園
児
四
十
二
人
、
保
母
三
人
で
あ
っ
た
。
昭
和
四
十
三
年
経
営
責
任
者
が
松
岡
勝
英
に
変
更
し
、
そ
の
後
改
築
さ
れ

た
公
民
館
の
階
下
を
借
用
し
現
在
に
至
る
。
同
六
十
年
園
児
二
十
人
、
保
母
二
人
で
あ
る
。

昭
和
三
十
一
年
四
月
十
日
、
大
田
ロ
小
学
校
校
下
婦
人
会
に
よ
り
大
田
口
農
協
繭
乾
燥
場
を
借
り
受
け
季
節
保
育
所
と
し
て
開
設
し
た
。

６
大
田
口
保
育
所

大杉保育所

の
必
要
性
が
提
唱
さ
れ
、
学
校
の
協
力
を
受
け
和
室
を
借
用
し
て
発
足
し
た
。

保
母
鈴
木
輝
幼
児
八
人

昭
和
四
十
三
年
十
月
一
日
、
地
元
の
強
い
要
望
に
よ
り
町
認
可
の
立
川
僻
地
保
育

所
が
刈
谷
の
公
会
堂
を
借
用
し
て
設
置
さ
れ
た
。

初
代
所
長
橋
村
千
津
子

昭
和
四
十
九
年
三
月
三
十
一
日
、
幼
児
減
少
で
公
立
保
育
所
は
閉
鎖
さ
れ
た
が
、

同
じ
施
設
を
使
っ
て
父
母
の
手
で
私
設
保
育
所
と
し
て
運
営
さ
れ
た
。

昭
和
五
十
四
年
、
公
会
堂
改
築
の
た
め
一
年
間
立
川
小
学
校
教
員
住
宅
を
使
用
し

弁
卜
Ｏ

昭
和
五
十
五
年
四
月
一
日
、
中
和
、
刈
谷
多
目
的
集
会
所
が
新
築
さ
れ
た
の
で
、

こ
こ
に
移
っ
た
が
、
幼
児
減
少
の
た
め
五
十
七
年
三
月
三
十
一
日
に
廃
止
さ
れ
た
。

５
穴
内
保
育
所
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舎
を
新
築
落
成
。

十
人
で
あ
っ
た
。

園
長
間
崎
秀
美
ほ
か
職
員
四
人
、
園
児
九
十
人

昭
和
三
十
三
年
七
月
大
杉
小
学
校
の
古
材
の
払
い
下
げ
を
受
け
、
船
戸
三
十
六
番
地
の
二
に
木
造
平
家
建
て
二
百
四
十
平
方
隈
獅
強
の
園

昭
和
三
十
四
年
七
月
一
日
、
大
豊
町
立
認
可
保
育
所
と
な
っ
た
。
所
長
橋
本
晴
喜
（
大
杉
保
育
所
長
兼
務
）
職
員
六
人
、
園
児
定
員
八

昭
和
四
十
八
年
七
月
、

園
舎
が
老
朽
化
し
た
の
で
船
戸
二
百
六
十
四
番
地
の
七
に
新
築
落
成
。
敷
地
千
百
八
平
方
肘
。
木
造
平
家
建
て

‐
Ｉ
Ｉ
三
百
三
半
九
平
方
噺
定
員
意
十
人
で
あ
っ
た
。

豊 永保育所

昭
和
三
十
一
年
五
月
一
日
、
東
土
居
の
秋
山
信
吉
が
経
営
責
任
者
と
な
り
下
土
居
通

称
オ
カ
タ
の
民
家
を
借
用
し
て
豊
永
保
育
所
を
開
設
し
た
。

昭
和
三
十
五
年
三
月
、
久
寿
軒
小
学
校
の
古
材
を
利
用
し
て
東
土
居
二
百
三
十
七
番

地
に
新
築
移
転
し
た
。
昭
和
三
十
八
年
十
一
月
大
豊
町
社
会
福
祉
協
議
会
が
財
団
法
人

と
し
て
発
足
す
る
と
、
同
保
育
所
も
そ
の
所
管
と
な
り
、
昭
和
四
十
年
四
月
定
員
六
十

人
の
認
可
保
育
所
と
な
っ
た
。

昭
和
五
十
六
年
二
月
一
日
、
総
工
費
五
千
三
百
五
十
五
万
円
に
て
改
築
落
成
、
現
在

に
至
る
。

職
員
、
園
長
、
保
母
、
調
理
員
、
事
務
員
等
六
人
、
園
児
四
十
三
人
で
あ
る
。

７
豊
永
保
育
所
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昭
和
三
十
八
年
十
二
月
、
保
育
所
の
裏
山
崩
壊
の
た
め
旧
東
豊
永
小
学
校
下
（
大
滝
）
へ
移
転
ｏ

昭
和
五
十
三
年
二
月
六
日
、
園
舎
老
朽
化
の
た
め
粟
生
川
平
二
百
六
番
地
の
四
、
五
、
六
へ
建
坪
三
百
三
平
方
柊
叫
の
園
舎
を
改
築
移
転

し
た
。

昭
和
三
十
一
年
四
月
、
上
村
宏
を
代
表
者
と
し
て
川
井
部
落
の
岩
本
の
敷
地
及
び
落
合
の
倉
庫
を
借
用
し
て
、
季
節
保
育
所
を
開
設
し

た
。
園
長
は
東
豊
永
小
学
校
野
崎
校
長
で
園
児
数
五
十
人
で
あ
っ
た
。

昭
和
三
十
二
年
、
大
滝
の
東
豊
永
小
学
校
分
室
の
一
部
を
借
り
受
け
て
移
転
し
た
ｏ
園
長
は
上
村
宏
。

昭
和
三
十
四
年
七
月
一
日
に
大
豊
村
立
東
豊
永
保
育
所
と
な
っ
た
。
園
長
兼
任
保
母
三
人
他
に
職
員
二
人
園
児
定
員
六
十
人
と
な

昭
和
三
十
年
四
月
、
岩
原
小
学
校
の
一
室
を
借
用
し
て
季
節
保
育
所
と
し
て
開
設
さ
れ
た
。
初
代
園
長
は
原
義
美
校
長
、
以
後
は
岡
崎

啓
ら
民
間
人
が
経
営
に
当
た
り
現
在
は
第
十
一
代
下
村
芳
章
に
続
い
て
い
る
。

昭
和
四
十
八
年
、
岩
原
千
百
七
十
二
番
地
二
の
消
防
屯
所
を
改
造
し
て
移
転
し
た
。

昭
和
五
十
三
年
、
用
地
取
得
費
二
百
三
十
万
円
、
建
物
の
一
部
負
担
三
百
万
円
、
そ
の
他
備
品
二
百
二
十
万
円
な
ど
を
地
元
が
調
達
し

て
、
岩
原
十
番
地
四
に
保
育
所
（
建
物
の
二
階
は
福
祉
セ
ン
タ
ー
兼
集
会
所
）
を
新
築
し
て
移
転
し
た
。

園
児
の
数
は
五
十
三
年
か
ら
六
十
年
ま
で
約
二
十
人
で
著
し
い
増
減
は
な
い
。

ヴフ

た
0

９
東
豊
永
保
育
所

８
岩
原
保
育
所



第8章社会福祉817

昭
和
三
十
年
五
月
、
零

年
通
年
保
育
を
始
め
た
。

「
保
育
所
は
、
養
護
と
教
育
を
一
体
と
し
た
機
能
を
有
し
、
家
庭
で
の
保
育
に
欠
け
る
乳
幼
児
を
収
容
、
そ
の
人
格
の
形
成
心
身
の
発

達
を
助
長
し
、
幼
児
の
福
祉
を
実
現
す
る
場
で
あ
る
。
設
置
以
来
こ
の
保
育
理
念
に
基
づ
き
運
営
し
て
き
た
。

近
年
に
お
け
る
既
婚
女
性
の
職
場
進
出
、
家
族
構
成
の
細
分
化
な
ど
幼
児
の
養
育
意
識
へ
の
影
響
、
更
に
幼
児
期
の
教
育
の
重
要
性
が

指
摘
さ
れ
る
中
で
保
育
所
の
役
割
は
質
量
と
も
に
増
大
し
た
。

こ
れ
に
対
応
し
て
保
育
施
設
の
整
備
、
内
容
の
充
実
を
図
り
、
現
在
町
立
の
認
可
保
育
所
、
へ
き
地
保
育
所
、
社
会
福
祉
法
人
立
、
私

立
保
育
所
で
運
営
し
て
い
る
が
、
人
口
の
高
齢
化
の
進
む
中
で
幼
児
の
数
は
減
少
し
、
更
に
地
域
的
な
措
置
の
格
差
な
ど
に
よ
り
、
効
率

的
な
施
設
運
営
に
支
障
を
来
し
財
政
面
で
も
問
題
が
起
こ
り
、
そ
の
対
策
に
苦
慮
し
て
い
る
」
。

な
お
大
豊
町
に
お
い
て
も
県
の
指
導
を
受
け
て
、
大
田
口
に
幼
稚
園
を
設
置
す
る
よ
う
に
働
き
か
け
を
し
た
が
、
関
係
者
の
合
意
が
得

ら
れ
ず
断
念
し
た
と
い
っ
た
幼
児
教
育
に
関
す
る
経
過
も
あ
る
（
詳
細
は
幼
児
教
育
の
項
参
照
）
。

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

初
代
園
長
氏
原
友
一
保
母
二
人
園
児
数
六
十
人

昭
和
四
十
年
十
月
一
日
、
へ
き
地
西
峰
保
育
所
と
し
て
大
豊
村
立
と
し
て
認
可
さ
れ
た
。
三
歳
’
五
歳
児
定
員
六
十
人

注
各
保
育
所
の
町
村
名
変
更
に
よ
る
名
称
の
変
更
は
省
略
し
た
。

以
上
の
よ
う
な
施
設
に
お
い
て
幼
児
の
保
育
に
当
た
っ
て
き
た
が
、
今
日
に
お
け
る
保
育
の
現
況
と
問
題
点
に
つ
い
て
関
係
者
は
次
の

加
西
峰
保
育
所

西
峰
地
区
の
三
谷
啓
保
・
氏
原
友
一
・
三
谷
定
親
・
小
笠
原
賀
穂
ら
の
提
唱
に
よ
り
季
節
保
育
所
を
開
設
し
、
同
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